
 

川崎市資源集団回収事業登録業者報償金交付要綱 
令和2年5月18日 

2川環減推第82号 市長決裁 

（目 的） 

第１条 この要綱は、資源集団回収事業（市内の家庭から排出される資源化物を、市民が集団で回収する事業をい

う。）に協力する業者（以下「回収業者」という。）の育成等を図り、廃棄物の減量化及び資源の有効利用を推進

するため、回収業者に対する報償金（以下「報償金」という。）の交付について必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象資源化物） 

第２条 報償金の交付の対象となる資源化物（以下「対象資源化物」という。）は、次に掲げるものとする。ただし、

事業活動に伴うものを除く。 

 (1) 紙類（新聞紙、雑誌、段ボール、牛乳パック等） 

 (2) 布類（衣類、古布等） 

 (3) びん類（一升びん、ビールびん等のリターナブルびん） 

 

 （対象業者） 

第３条 報償金の交付の対象となる回収業者は、川崎市資源集団回収事業登録団体奨励金交付要綱（平成２年５月

１日２川清推第３８号）第４条第２項の規定により、川崎市資源集団回収事業登録団体として川崎市に登録され

た実施団体（以下「登録団体」という。）から引き渡された対象資源化物を、資源化する目的で取り扱う者で、次

条第２項の規定により、川崎市資源集団回収事業登録業者として川崎市に登録されたもの（以下「登録業者」と

いう。）とする。 

 

（登録） 

第４条 報償金の交付を受けようとする回収業者は、あらかじめ川崎市資源集団回収業者登録申請書（第１号様式）

及び確約書（第１号様式の２）並びに別表１に掲げる納税証明書を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があった場合において、申請に係る回収業者が、次の各号のいずれにも該当すると認める

ときは、川崎市資源集団回収事業登録業者登録簿（以下「登録簿」という。）に登録するものとする。 

(1) 第２条各号に定める対象資源化物のうち、１以上を取り扱う者であること。ただし、紙類については、新

聞紙、雑誌、段ボール及び牛乳パックの４品目すべてを取り扱うこと。 

(2) 第９条に定める報償金の交付申請において、虚偽の交付申請を行うなどの不正行為を行った登録業者の代

表者が代表者又は従業員でないこと。 

(3) 国税（法人税又は所得税及び消費税（地方消費税を含む。))及び地方税（市民税及び固定資産税）に未納

の税がないこと。ただし、地方税については川崎市に本社又は事業所がある者のみを対象とする。 

(4) 登録簿への登録以前に、故意に対象資源化物の持ち去りを行った者でないこと。また、当該業者の代表者

が代表者又は従業員でないこと。 

(5) 代表者又は役員等（個人事業主にあっては、代表者）のいずれかが暴力団員（暴力団員による不正な行為

の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）でないこと。 

３ 登録簿の有効期間は２年間とし、登録業者は原則として当該期間、登録簿に登録される。ただし、有効期間の

途中で登録を行った登録業者については、残余の期間とする。 

４ 登録業者は、資源集団回収事業を行ううえで知り得た個人情報について適切に維持管理を行わなければならな

い。 

５ 前項の有効期間の満了後引き続き報償金の交付を受けようとする登録業者は、当該期間満了日までに、第１項

に規定する申請書及び書類を市長に提出しなければならない。この場合においては、第２項及び前項本文の規定

を準用する。 

 

 （神奈川県警察本部への照会） 

第４条の２ 市長は、必要に応じ前条第２項第５号に該当するか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うこ

とができる。ただし、当該確認のために個人情報を神奈川県警察本部長に提供するときは、神奈川県警察本部長

に対して当該確認を行うことについて、当該個人情報の本人の同意を得るものとする。 

 



 

 （登録事項の変更及び抹消） 

第５条 登録業者は、登録内容に変更を生じたときは、速やかに川崎市資源集団回収事業登録業者登録変更届（第

２号様式）により市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の届出があったときは、速やかに登録簿の登録内容を変更するものとする。 

３ 市長は、登録業者が第４条第２項第１号から第３号及び第５号のいずれかに該当しなくなったとき、又は、対

象資源化物の持ち去り、虚偽の届出若しくは申請等の不正行為を故意に行ったときは、当該登録業者の登録を抹

消することができる。  

４ 登録業者は、前項の規定により登録を抹消されたときは、前条第２項第１号の事由による場合を除き、再び前

条第１項の規定による申請をすることができない。 

５ 登録業者は、登録の抹消を希望するときは、川崎市資源集団回収事業登録業者登録抹消届（第３号様式）によ

り、市長に届け出るものとする。 

 

 （調査の協力等） 

第６条 登録業者は、「川崎市資源集団事業における対象資源化物の回収実施に関する要領」（平成２０年９月２２

日２０川環廃政第３７９号）に定めるところにより、対象資源化物を確認するとともに、川崎市が行う回収実態

調査に協力するものとする。 

 

（報償金の交付基準） 

第７条 報償金は、登録団体が自ら回収した対象資源化物を当該登録団体が指定する場所で登録業者に引き渡した

場合に交付する。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。 

 

（報償金の額） 

第８条 報償金の額について、紙類は別表２により算出するものとし、布類・びん類は回収量１キログラムにつき

１円とする。 

 

（報償金の申請） 

第９条 登録業者は、報償金の交付を受けようとするときは、次の区分により川崎市資源集団回収事業回収量報告

書兼登録業者報償金交付申請書（第４号様式）に川崎市資源集団回収伝票（第５号様式）及び問屋が発行する計

量証明書等の回収量を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 (1) １月から６月までの分 ７月末日まで 

 (2) ７月から12月までの分 １月末日まで 

２ 前項の規定については、前項各号に定める期日までに提出できなかった場合で、市長がやむを得ないと認める

ときは、この限りではない。 

 

（報償金の交付） 

第１０条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、次の区分に

より報償金の交付をするものとする。  

(1) １月から６月までの分 ９月末日まで   

(2) ７月から12月までの分 ３月末日まで  

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、申請内容に疑義があると認めたときは、報償金の交付を行わないことがで

きる。 

 

（報償金の交付方法） 

第１１条 報償金は、口座振込により交付するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。 

 

（報償金の返還） 

第１２条 市長は、登録業者が虚偽の届出又は申請等の不正行為によって報償金の交付を受けたときは、報償金の

全部又は一部の返還を求めることができる。 

 

附 則 



 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３年10月14日から施行し、平成３年11月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 第６条の規定にかかわらず、平成３年度における川崎市資源集団回収事業回収業者報償金交付申請書は、11月

から12月までの分を１月末日までに市長に提出しなければならない。 

３ 第７条の規定にかかわらず、平成３年度における報償金は、11月から12 月までの分を３月末日までに交付す

るものとする。 

  附 則 

  （施行期日） 

この改正要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則 

  （施行期日） 

 １ この改正要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

 ２ 第５条ただし書きの雑誌古紙の報償金の額は、雑誌古紙の逆有償が解消されるまでの緊急措置とするが、当

面、平成１１年３月３１日までとする。 

  附 則 

  （施行期日） 

 この改正要綱は、平成１１年７月１日から施行する。 

  （経過措置） 

 １ 第５条ただし書きの雑誌古紙の報償金の額は、雑誌古紙の逆有償が解消されるまでの緊急措置とするが、 平

成１１年４月１日から平成１２年３月３１日までとする。 

  附 則 

  （施行期日） 

 この改正要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

  附 則 

  （施行期日） 

 この改正要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

  附 則 

  （施行期日） 

 この要綱は、平成１４年８月１日から施行する。 

  附 則 

  （施行期日） 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

  附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第４条に規定する登録簿は、平成２１年７月１日及びその後２年ごとの７月１日を基準日として作成する。 

３ この要綱施行の際、改正前の川崎市資源集団回収事業回収業者報償金交付要綱第３条第３項の規定により市長

が登録を行っている川崎市資源集団回収事業回収業者登録簿は、この要綱第４条に定める登録簿とみなし、その

有効期間は平成２１年６月３０日までとする。この場合において、当該登録簿に現に登録されている業者に係る

登録の抹消については、なお従前の例による。 

４ この要綱による報償金の交付は、平成２１年１月１日以降の回収について適用し、平成２０年１２月３１日ま

での回収については、なお従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 



 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は、令和２年５月１８日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の要綱の規定は、令和２年１月１日以降の対象資源化物の回収に係る報償金の交付について適用し、

予算の範囲内で適用するものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は、令和２年１０月２６日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は、令和５年１２月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

別表１（第４条関係） 
 
税区分 法人・個人の別 証明書の種類・証明する内容等 部数 

国税 

法人 
その３の３（「法人税」と「消

費税及び地方消費税」に未納税

額がないことの証明） 

各１ 
（写し可） 

個人 
その３の２（「申告所得税」と

「消費税及び地方消費税に未

納税額がないことの証明） 

地方税 

法人 
（川崎市内に本

社又は事業所が

ある法人） 

川崎市法人市民税（登録申請時

点において終了している事業

年度のうち直近２年度分を完

納していることの証明） 
固定資産税（償却資産を含む）

（前年度分及び前々年度分を

完納していることの証明） 

個人（川崎市民） 

川崎市市民税・固定資産税（償

却資産を含む）（前年度分及び

前々年度分を完納しているこ

との証明） 
 
別表２（第８条関係） 

 紙類 

報償金単価 基準価格－現況価格 

基準価格 
収集運搬に必要な人員、機材等から算出した紙類１キロ

グラム当たりの回収に要する経費 

現況価格 

実施月ごとの新聞・雑誌・段ボールの市況価格を前年１

年間の品目ごとの回収実績の割合に応じて算出した価

格（小数点第２位を四捨五入し、市況価格が０円を下回

った場合には、その分を加算する。）とする。 

市況価格 
日本経済新聞「古紙回収問屋買値東京欄」の毎月末の価

格の中間値とする。 

報償金額 

第１０条の報償金の交付期間ごとの各実施月の報償金

単価の平均値（小数点第２位を四捨五入する。）に紙類

の合計量を乗じる（算出した額に１円未満の端数が生じ

た場合は、切り捨てる）。 

  



第１号様式（表）

川崎市資源集団回収事業登録業者登録申請書

（あて先）川崎市長

※登録番号

※支部名

※登録日

フリガナ

業者名

法人・個人事業主の別

所在地

フリガナ

代表者氏名
       　 　年  　月　 日　 生

電話番号
←昼間連絡のつくところ

ＦＡＸ

メールアドレス

業種　（レを付けてください。）

連絡協議会希望支部

取扱品目 １　紙類 　ア　新聞紙 　イ　雑誌

　ウ　段ボール 　エ　牛乳パック等

２　布類

３　びん類

４　その他[具体的に品目を記入してください。]

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

搬入問屋名

従業員数・車両台
数 １　従業員数（アルバイト含む）：　　　[　　　　　　]人

２　車両台数：[　　　　　] ｔ車　　　 [　　　　　　]台

　　　　　　　[　　　　　] ｔ車　　　 [　　　　　　]台

　　　　　　　[　　　　　] ｔ車 　　　[　　　　　　]台

取扱団体数 川崎区 　団体

幸区 　団体

中原区 　団体

高津区 　団体

宮前区 　団体

多摩区 　団体

麻生区 　団体

  　　　年　　　月　　　日

　川崎市資源集団回収事業に伴う資源回収登録業者として、川崎市資源集団回収事業登録
業者報償金交付要綱第４条第１項に基づき、確約書（第１号様式の２）を添え、次のとお
り申請します。

□　法人 □　個人事業主

〒

代表者の生年月日

（搬入先としている問屋
業者名を記入してくださ
い。）

□　問屋業者 □　回収業者

　　　　　　　　　　　　　支部

（該当する品目に
○を付けてくださ
い。）

（建物名及び部屋番号も記載してください）

※裏面も記入してください。
「※印」欄は、記入しないでください。



第１号様式（裏）

役員等氏名一覧表

役職名 氏　　名 氏名のカナ 生年月日

代表者  
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

業者名

代表者氏名

　記載された全ての者は、代表者又は役員等に暴力団員がいないことを確認するため、様式に記
載された個人情報を神奈川県警察本部に照会することについて、同意します。

  　　年　　月　　日現在

住所



川崎区

団体
取扱団体の回収方法について（区ごとの登録番号順に記載をしてください。）

回収日

回数を記入し、該当する月・曜日にも○を付けてください。
その他は、具体的に内容を記載してください。（団体から連
絡が入る等）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※この用紙に書ききれないときは、恐れ入りますが用紙をコピーしてお使いください。

団体名 登録番号



幸区

団体
取扱団体の回収方法について（区ごとの登録番号順に記載をしてください。）

回収日

回数を記入し、該当する月・曜日にも○を付けてください。
その他は、具体的に内容を記載してください。（団体から連
絡が入る等）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※この用紙に書ききれないときは、恐れ入りますが用紙をコピーしてお使いください。

団体名 登録番号



中原区

団体
取扱団体の回収方法について（区ごとの登録番号順に記載をしてください。）

回収日

回数を記入し、該当する月・曜日にも○を付けてください。
その他は、具体的に内容を記載してください。（団体から連
絡が入る等）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※この用紙に書ききれないときは、恐れ入りますが用紙をコピーしてお使いください。

団体名 登録番号



高津区

団体
取扱団体の回収方法について（区ごとの登録番号順に記載をしてください。）

回収日

回数を記入し、該当する月・曜日にも○を付けてください。
その他は、具体的に内容を記載してください。（団体から連
絡が入る等）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※この用紙に書ききれないときは、恐れ入りますが用紙をコピーしてお使いください。

団体名 登録番号



宮前区

団体
取扱団体の回収方法について（区ごとの登録番号順に記載をしてください。）

回収日

回数を記入し、該当する月・曜日にも○を付けてください。
その他は、具体的に内容を記載してください。（団体から連
絡が入る等）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※この用紙に書ききれないときは、恐れ入りますが用紙をコピーしてお使いください。

団体名 登録番号



多摩区

団体
取扱団体の回収方法について（区ごとの登録番号順に記載をしてください。）

回収日

回数を記入し、該当する月・曜日にも○を付けてください。
その他は、具体的に内容を記載してください。（団体から連
絡が入る等）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※この用紙に書ききれないときは、恐れ入りますが用紙をコピーしてお使いください。

団体名 登録番号



麻生区

団体
取扱団体の回収方法について（区ごとの登録番号順に記載をしてください。）

回収日

回数を記入し、該当する月・曜日にも○を付けてください。
その他は、具体的に内容を記載してください。（団体から連
絡が入る等）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　回
（　　　　　　月の　　　　　日）

月　　　　　回
（毎月第　　　回目の　　　曜日）（　　　　　日）

週　　　　　回
（毎週　　月，火，水，木，金，土，日　　　曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※この用紙に書ききれないときは、恐れ入りますが用紙をコピーしてお使いください。

団体名 登録番号



第２号様式（表）

川崎市資源集団回収事業登録業者登録変更届

  　　年　　月　　日

（あて先）川崎市長

登録番号

業者名

（変更した事項のみ記載してください。） ※変更日

フリガナ

業者名

法人・個人事業主の別

所在地

フリガナ

代表者氏名

        　　年 　月　日　生

電話番号
←昼間連絡のつくところ

ＦＡＸ

メールアドレス

業種

連絡協議会希望支部

１　紙類 　ア　新聞紙 　イ　雑誌

　ウ　段ボール 　エ　牛乳パック等

２　布類

３　びん類

４　その他[具体的に品目を記載してください。]

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※代表者、役員等に変更がある場合、裏面にも記載ください。　
「※印」欄は、記載しないでください。

取扱品目

　　　　　　　　　　　　　支部

□　回収業者□　問屋業者

　次のとおり、登録内容に変更が生じましたので、川崎市資源集団回収事業登録業者報償金
交付要綱第５条第１項に基づき届出します。

代表者の生年月日

□　法人

〒

□　個人事業主

（建物名及び部屋番号も記載してください）



第２号様式（裏）

役員等氏名一覧表

役職名 氏　　名 氏名のカナ 生年月日

代表者  
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

 
 
      .    .

業者名

代表者氏名

　記載された全ての者は、代表者又は役員等に暴力団員がいないことを確認するため、様式に記
載された個人情報を神奈川県警察本部に照会することについて、同意します。

  　　年　　月　　日現在

住所



第１ 号様式の２

  （ １ ） から （ ５ ） のいずれにも 該当する こ と を確認のう え確約し ま す。

　 　 （ あて先） 川　 崎　 市　 長

業者名

所在地
ﾌﾘｶﾞ ﾅ

代表者氏名

生年月日 　 　 　 年 　 月　 　 日生

確約書

　   当社は、 川崎市資源集団回収事業登録業者報償金交付要綱第４ 条第２ 項各号に定める 下記登録要件

( 1) 　 第２ 条各号に定める 対象資源化物のう ち、 １ 以上を 取り 扱う 者である こ と 。
　 ただし 、 紙類については、 新聞紙、 雑誌、 段ボール及び牛乳パッ ク の４ 品目すべてを取り 扱う こ と 。
( 2) 　 第９ 条に定める 報償金の交付申請において、 虚偽の交付申請を行う など の不正行為を 行った
　 登録業者の代表者が代表者又は従業員でないこ と 。
( 3) 　 国税（ 法人税又は所得税及び消費税（ 地方消費税を 含む。 ) ) 及び地方税（ 市民税及び固定資産
　 税） に未納の税がないこ と 。 ただし 、 地方税については川崎市に本社又は事業所がある 者のみを対
　 象と する 。
( 4) 　 登録簿への登録以前に、 故意に対象資源化物の持ち去り を行った者でないこ と 。
　 ま た、 当該業者の代表者が代表者又は従業員でないこ と 。
( 5) 　 当該回収業者の代表者又は役員等（ 個人事業主にあっては、 代表者） のいずれかが暴力団員（ 暴力
　 団員によ る 不正な行為の防止等に関する 法律第２ 条第６ 号に規定する 暴力団員をいう 。 ） でないこ と 。

年　 　 　 　 月　 　 　 　 日

　暴力団員でないことを確認するため、本様式に記載された個人情報を神奈川県警察本部に照会することにつ
いて同意します。



第３号様式 

 

 

 

川崎市資源集団回収事業登録業者登録抹消届 

 

  年  月  日 

（あて先）川 崎 市 長 

 

 

次の理由により、資源集団回収事業登録業者登録を抹消したいので、川崎市資源集団回収

事業登録業者報償金交付要綱第５条第５項に基づき届出します。 

 

 

  ※抹消日 

   

登 録 番 号  

フ リ ガ ナ  

業   者   名 
 

登録抹消の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 ４ 号 様 式
登録業者番号

（あて先)　川　崎　市　長   　年　　月　　日

　（フ　　リ　　ガ　　ナ）

　業　　　者　　　名

　代　表　者　住　所

　（フ　　リ　　ガ　　ナ）

　代　表　者　氏　名

　電　話　番　号 － －

銀　　行

信用金庫 支　店

農業協同組合

　通　帳　名　義

　(カタカナで記入

　してください｡)

　名義人住所

　名義人電話番号 － － 　

交付申請にあたっての注意事項
↑網掛けの欄は市が記入します。

（１）　通帳名義は、銀行へ登録してあるとおり正確に記入してください。

（２）　前回の申請書と通帳名義等に変更のある場合は、通帳のコピーを添付してください。

（３）　報償金交付申請書提出期限に遅れた場合、交付ができなくなります。

川崎市資源集団回収事業回収量報告書兼登録業者報償金交付申請書

メールアドレス

　次のとおり、川崎市資源集団回収事業として資源化物を回収しましたので、川崎市資源集団回
収伝票（第５号様式）及び問屋が発行する計量証明書等の回収量を証する書類を添付して回収量
を報告します。

団体数
団体

※引渡しを受けた全団体の品目別の合計回収量を記入してください。
※団体別の内訳は、裏面に記入してください。

紙類
布類 びん類 合計

新聞紙 雑誌 段ボール 牛乳パック その他

kg kg kg kg kg kg kg kg

kg kg kg kg kg kg kg kg

紙類計 kg ←網掛けの欄は市が記入します。

　川崎市資源集団回収事業登録業者報償金の交付を受けたいので、川崎市資源集団回収事業登録
業者報償金交付要綱第９条に基づき報償金の交付を申請します。
つきましては、次の金融機関口座に振込みを依頼します。

　金　融　機　関　名

　預　金　種　目
普通　　・　　当座

口座番号
（○で囲んでください）

前回申請書の口座記
載内容からの変更の
有無

有 無 ※報償金額
円※通帳写しを添付してください。



登録業者番号

※　この用紙に書ききれないときは、継続用紙に御記入ください。

資源化物回収量団体別内訳（　　月分～　　月分まで）

　　　　／　　　ページ

区名 紙類
布類 びん類 団体別計

登録団体番号 新聞紙 雑誌 段ボール 牛乳パック その他

区　

kg kg kg kg kg kg kg kg

区　

kg kg kg kg kg kg kg kg

区　

kg kg kg kg kg kg kg kg

区　

kg kg kg kg kg kg kg kg

区　

kg kg kg kg kg kg kg kg

区　

kg kg kg kg kg kg kg kg

区　

kg kg kg kg kg kg kg kg

区　

kg kg kg kg kg kg kg kg

区　

kg kg kg kg kg kg kg kg

区　

kg kg kg kg kg kg kg kg

ページ小計

kg kg kg kg kg kg kg kg

合計

kg kg kg kg kg kg kg kg



登録業者番号【継続用紙】

資源化物回収量団体別内訳（　　月分～　　月分まで）

　　　　／　　　ページ

区名 紙類
布類 びん類 団体別計

登録団体番号 新聞紙 雑誌 段ボール 牛乳パック

kg kg

その他

区　

kg kg kg kg kg

kg kg

kg kg kg

区　

kg kg kg

kg kg

kg kg kg

区　

kg kg kg

kg kg

kg kg kg

区　

kg kg kg

kg kg

kg kg kg

区　

kg kg kg

kg kg

kg kg kg

区　

kg kg kg

kg kg

kg kg kg

区　

kg kg kg

kg kg

kg kg kg

区　

kg kg kg

kg kg

kg kg kg

区　

kg kg kg

kg kg

kg kg kg

区　

kg kg kg

kg kg

kg kg kg

ページ小計

kg kg kg

kg kg

kg kg kg

合計

kg kg kg kg



日 日 日 日 日 日 日 日

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

①

単位：kg

数　　　　量

　　　本×0.6kg　　　本×0.6kg　　　本×0.6kg

紙
類

回収日

　　　本×0.6kg　　　本×0.6kg

合計  （１）＋（２）＋（３）

品　　　　　名

布　類（２）

小計（１）

新聞紙

雑誌

段ボール

牛乳パック

その他（　　　  　　　）

回収方法
該当する方に○
をつけること

　
登
録
業
者
へ
引
き
渡
す

　
登
録
団
体
が
直
接
問
屋
へ
持
込

　
　
※
問
屋
が
発
行
す
る
計
量
証
明
等
の
回
収

　
　
　
量
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

　　　本×0.6kg　　　本×0.6kg

　　　　年　　　月実施分（   /   枚目）

第５号様式 川崎市資源集団回収伝票（業者⇒環境局提出用）

※　びん類は、１本当たり0.6kgに換算し（小数点以下の端数は四捨五入）こちらに合計kgを記入してください。
※　報償金は、登録団体が直接問屋へ持込した場合は対象外となります。

合計

　　　本×0.6kg

びん類（３）

登
録
団
体

引
渡
業
者

登録番号 世帯数

団体名

確認者名

電話番号

登録番号

業者名

確認者名

電話番号



日 日 日 日 日 日 日 日

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

②

単位：kg

数　　　　量

　　　本×0.6kg

　　　　年　　　月実施分（   /   枚目）

　　　本×0.6kg　　　本×0.6kg

第５号様式 川崎市資源集団回収伝票（業者控）

登
録
団
体

登録番号

品　　　　　名
合計

回収方法
該当する方に○
をつけること

回収日

紙
類

新聞紙

　
登
録
業
者
へ
引
き
渡
す

雑誌

段ボール

※　びん類は、１本当たり0.6kgに換算し（小数点以下の端数は四捨五入）こちらに合計kgを記入してください。
※　報償金は、登録団体が直接問屋へ持込した場合は対象外となります。

牛乳パック
　
登
録
団
体
が
直
接
問
屋
へ
持
込

　
　
※
問
屋
が
発
行
す
る
計
量
証
明
等
の
回
収

　
　
　
量
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

その他（　　　  　　　）

小計（１）

布　類（２）

　　　本×0.6kg　　　本×0.6kg　　　本×0.6kg

合計  （１）＋（２）＋（３）

びん類（３）

　　　本×0.6kg　　　本×0.6kg

世帯数

引
渡
業
者

登録番号

団体名 業者名

確認者名 確認者名

電話番号 電話番号



日 日 日 日 日 日 日 日

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

③

単位：kg

　　　本×0.6kg　　　本×0.6kg　　　本×0.6kg

びん類（３）

　　　本×0.6kg　　　本×0.6kg　　　本×0.6kg 　　　本×0.6kg　　　本×0.6kg

布　類（２）

　
登
録
業
者
へ
引
き
渡
す

　
登
録
団
体
が
直
接
問
屋
へ
持
込

　
　
※
問
屋
が
発
行
す
る
計
量
証
明
等
の
回
収

　
　
　
量
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

その他（　　　  　　　）

小計（１）

牛乳パック

段ボール

雑誌

回収方法
該当する方に○
をつけること

回収日

紙
類

新聞紙

　　　　年　　　月実施分（   /   枚目）

品　　　　　名 数　　　　量

確認者名

第５号様式 川崎市資源集団回収伝票（登録団体⇒環境局提出用）

登録番号

団体名 業者名

確認者名

合計

合計  （１）＋（２）＋（３）

※　びん類は、１本当たり0.6kgに換算し（小数点以下の端数は四捨五入）こちらに合計kgを記入してください。
※　報償金は、登録団体が直接問屋へ持込した場合は対象外となります。

登
録
団
体

登録番号 世帯数

引
渡
業
者

電話番号 電話番号



日 日 日 日 日 日 日 日

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

④

単位：kg

数　　　　量

　　　本×0.6kg　　　本×0.6kg

引
渡
業
者

第５号様式 川崎市資源集団回収伝票（登録団体控）

回収方法
該当する方に○
をつけること

回収日

紙
類

新聞紙

雑誌

　　　本×0.6kg　　　本×0.6kg

合計  （１）＋（２）＋（３）

　　　　年　　　月実施分（   /   枚目）

品　　　　　名
合計

　　　本×0.6kg

段ボール

牛乳パック

※　びん類は、１本当たり0.6kgに換算し（小数点以下の端数は四捨五入）こちらに合計kgを記入してください。
※　報償金は、登録団体が直接問屋へ持込した場合は対象外となります。

　
登
録
団
体
が
直
接
問
屋
へ
持
込

　
　
※
問
屋
が
発
行
す
る
計
量
証
明
等
の
回
収

　
　
　
量
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

その他（　　　  　　　）

小計（１）

布　類（２）

びん類（３）

　　　本×0.6kg　　　本×0.6kg 　　　本×0.6kg

　
登
録
業
者
へ
引
き
渡
す

登
録
団
体

登録番号 世帯数

電話番号 電話番号

登録番号

団体名 業者名

確認者名 確認者名


